
証券コード　6656

平成29年７月13日

株 主 各 位
秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79－１

イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社
代表取締役社長 菅 原 雅 史

第29期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第29期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年７月27日（木曜日）
午後５時20分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年７月28日（金曜日）午前10時
２．場 所 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79－１

インスペック株式会社　本社会議室 (TEL 0187－54－1888)
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第29期（平成28年５月１日から平成29年４月30日ま

で）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監
査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第29期（平成28年５月１日から平成29年４月30日ま
で）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案

第３号議案

取締役２名選任の件
取締役に対する報酬として株式報酬型ストック・オプショ
ン（新株予約権）を付与する件
第９回ストック・オプションとして新株予約権を発行する
件

以　上

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申しあげます。

２．株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じ
た場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（アドレス　http://www.inspec21.com）に掲載させていただきます。

３．当社は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次
に掲げる事項については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
http://www.inspec21.com）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通
知の提供書面には記載しておりません。
　①　連結計算書類の「連結注記表」
　②　計算書類の「個別注記表」
なお、これらの事項は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を
作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類に含まれております。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成28年５月１日から
平成29年４月30日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及びその成果

（全体）

　当連結会計年度（平成28年５月１日～平成29年４月30日）におけるわが

国経済は、イギリスのＥＵ離脱の是非を問う国民投票に始まり、米国の大

統領選挙及びフランスの大統領選挙が行われるなど先進国における地政

学リスクに翻弄され先が読みにくい状態が続いたものの、国内においては

雇用環境が大きく改善し所得の増加も進んできており、景気は緩やかな上

昇基調で推移してきました。

　このような経営環境の中、当社グループの当連結会計年度の売上高は

2,159百万円（前連結会計年度比32.6％増）、営業利益は136百万円（前連

結会計年度は営業損失19百万円）、経常利益は134百万円（前連結会計年

度は経常損失41百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は106百万円

（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失25百万円）となりま

した。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

　ⅰ）半導体パッケージ基板・精密基板検査装置関連事業（当社）

　当連結会計年度におきましては、主力製品であるＡＶＩ（自動 終外

観検査装置）、ＡＯＩ（プリント基板のパターン検査装置）及びロール

toロール型検査装置の国内における引合いや受注は堅調に推移し前期

実績を上回りました。海外においては、ロールtoロール型検査装置の継

続的な受注を獲得し、ほぼ計画通りの実績となりました。

　この結果、当事業の売上高は1,507百万円となり、セグメント利益は

174百万円となりました。
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　ⅱ）精密基板製造装置関連事業（First EIE SA）

　当連結会計年度におきましては、東南アジア圏内の売上が堅調に推移

し、主力製品であるフォトプロッター（基板のフィルム原版を印刷する

装置）及びダイレクトイメージング（基板にパターンを直接描画する装

置）が売上に貢献し、ほぼ計画通りの実績となりました。

　この結果、当事業の売上高は606百万円となり、セグメント利益は34

百万円となりました。

　ⅲ）デジタルパソロジー関連機器事業（クラーロ株式会社：平成29年１月

12日付でテラ株式会社から社名変更）

　当連結会計年度におきましては、病理標本をデジタル画像化するＷＳ

Ｉ（Whole Slide Imaging）は、デジタル画像による病理検査を可能と

する法整備を進めている途上であること及び保険収載の方針を見据え、

新製品の開発に注力したことから当初計画を下回りました。

　この結果、当事業の売上高は45百万円となり、セグメント損失は84百

万円となりました。

（研究開発）

　研究開発活動では、平成27年８月に採択された「平成27年度ものづく

り中核企業創出促進事業（主催：秋田県）」の開発テーマである「精密

電子部品製造ライン組み込み用に特化した高解像度インライン画像検

査ユニットの開発」について継続研究を行い、ＧＰＵによる高速処理を

達成し通常のＣＰＵ処理に比べ数倍の処理速度を実現しました。さら

に装置のシンプル化と低コスト化に大いに貢献しました。

　今後、車載を中心とした高い信頼性が必要な電子部品の製造分野で

拡販が期待されます。

　また、平成27年８月に採択された「平成27年度あきた応援ファンド事

業（主催：公益財団法人あきた企業活性化センター）」の開発テーマで

ある「競合他社に対し５倍の速度を有しフレキシブル基板（※ＦＰＣ）

を連続検査できる高速パターン検査装置の開発」の継続研究を行い、フ

ルカラーで解像度の高いロールtoロール型のＡＯＩを開発しました。

この補助金での装置開発の経験を通じ、製品版の搬送機の開発もスムー

ズに行うことができました。完成した装置を大手ＦＰＣメーカーに対

し、繰り返しデモを行ったことで、初のＦＰＣ検査装置の受注へ繋げる

ことができました。
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　この結果、当連結会計年度における研究開発費の総額は、101百万円

（前連結会計年度比32.0％増）となりました。

※　フレキシブル基板（ＦＰＣ）：絶縁性を持った薄く柔らかいベース

フィルムと銅箔等の導電性金属を貼り合わせた基材に電子回路を形

成した基板。柔軟で、自在に曲げることができ、薄く、かつ非常に軽

量であり、あらゆる電子機器の小型軽量化・薄型化に欠かせない存

在。

②　資金調達の状況

　当連結会計年度中に、当社取締役会の決議により、平成29年３月27日

を払込期日とする、EVO FUNDを割当先とする第８回新株予約権の発行及

び金融商品取引法による届出の効力発生を条件とした新株予約権の第三

者割当契約(コミット・イシュー：Ｐ17「２．会社の現況（２）新株予約

権等の状況③その他新株予約権等に関する重要な事項」（注）３をご覧

下さい。)をEVO FUNDとの間で締結しております。

　本資金調達は、新製品の受注増加に対応するための仕込調達資金、子

会社の株式取得時の借入返済及び追加株式取得資金並びにＡＩ技術を生

かした半導体検査装置及び医療関連事業の研究開発に係る資金を確保す

ることが目的であります。

　当面の資金繰りにつきましては、引き続き取引金融機関に対して継続

的な支援が得られるような良好な関係を構築してまいります。また、短

期間にまとまった受注を獲得した場合に短期資金の需要が大きく発生す

ることが想定されます。これに対応するため、財務部門と営業部門との

情報交換を密にし、資金需要の予測の精度を上げて、タイムリーな資金

調達を実施してまいります。

③　設備投資の状況

　特記すべき事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　平成28年６月30日付「当社子会社による事業譲受に関するお知らせ」

及び平成28年12月20日付「当社子会社による事業譲受日決定及び事業譲

受資産・負債価額の確定に関するお知らせ」で公表しましたとおり、当

社の連結子会社であるテラ株式会社（以下、「テラ」といいます）は、

「株式会社クラーロ」と事業譲渡契約を締結し、平成29年１月12日に「株

式会社クラーロ」の全事業をテラが譲り受けました。「株式会社クラー
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ロ」は、病理検査のデジタル化の基本ツールであるバーチャルスライド

システム（国際的な名称は、ＷＳＩ：病理検査等に使用する高倍率・高

解像度の顕微鏡画像をコンピューターに取り込み、デジタルデータ化し

て複数の病理専門医による検査や、遠隔地での検査を可能とするもの）

を日本で 初に開発した会社であり、この分野のパイオニアであります。

テラは、このブランド力を活かして社名をクラーロ株式会社とし、販売

力の強化を図り競争力のある製品開発をし、事業の成長を実現させると

ともに、高度医療分野の発展に貢献してまいります。

⑤　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　特記すべき事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

　①　企業集団の財産及び損益の状況

期別
区分

第26期
平成26年４月期

第27期
平成27年４月期

第28期
平成28年４月期

第29期
(当連結会計年度)

平成29年４月期

売 上 高 (千円) － 1,608,289 1,628,220 2,159,413

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) － 93,484 △41,398 134,037

親会社株主に帰
属する当期純利
益又は親会社株
主に帰属する当
期純損失（△）

(千円) － 93,506 △25,239 106,316

１ 株 当 た り
当期純利益又は
１株当たり当期
純 損 失 （ △ ）

(円) － 35.95 △9.70 40.81

総 資 産 (千円) － 2,048,693 2,115,251 2,490,515

純 資 産 (千円) － 694,957 789,023 1,203,365

１ 株 当 た り
純 資 産

(円) － 222.55 234.56 296.67

(注)　当社は、第27期より連結計算書類を作成しております。

　②　当社の財産及び損益の状況

期別
区分

第26期
平成26年４月期

第27期
平成27年４月期

第28期
平成28年４月期

第29期
(当事業年度)
平成29年４月期

売 上 高 (千円) 1,000,134 1,588,637 1,068,279 1,507,263

経 常 利 益 (千円) 30,394 94,768 40,928 171,330

当 期 純 利 益 (千円) 29,291 94,880 30,236 146,496

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 17.65 36.47 11.62 56.24

総 資 産 (千円) 1,260,392 1,863,427 1,848,990 2,074,149

純 資 産 (千円) 494,770 600,895 632,646 906,332

１ 株 当 た り
純 資 産

(円) 186.60 223.07 234.70 317.61

(注)　当社は、平成25年11月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式

　　分割を行っております。これに伴い１株当たり当期純利益及び１株当たり

　　純資産額については、第26期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して

　　算定しております。
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(3) 重要な子会社の状況

　①　重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

クラーロ株式会社（注） 217百万円 26.1%
デジタルパソロジ
ー関連機器事業

First EIE SA 62百万円 51.0%
精密基板製造
装置関連事業

　（注）平成29年１月12日付でテラ株式会社から社名変更しております。

　②　企業結合の経過と成果

当連結会計年度における連結子会社は前記「①重要な子会社の状況」

に記載の２社であります。

当連結会計年度の売上高は2,159百万円、経常利益は134百万円、親会

社株主に帰属する当期純利益は106百万円となりました。

(4) 対処すべき課題

　当社は、経営の基本方針に基づき次の課題に取り組んでおります。

①　営業力及び販売力の強化

　当社グループの主力製品である当社の基板ＡＯＩや基板ＡＶＩ、

First EIE SAのフォトプロッターやダイレクトイメージング、クラーロ

株式会社のWhole Slide Imaging（バーチャルスライドシステム）は、い

ずれも潜在ユーザーの数が多く、グローバルマーケットでの販売が成長

戦略のキーとなることから、当社グループそれぞれが属する分野に強み

を持つ販売会社との協力関係の構築が不可欠であります。当社はこれら

販売会社との連携を密にして、アジア地域のみならず欧米を含めたグロ

ーバルマーケットで積極的に販売活動を展開しております。

　また、それぞれの事業において、既存顧客のサポートを一層強化する

ことで関係の強化を図り、顧客からの様々なニーズに対応すべく、営業

力及び販売力の強化に努めております。

②　製品競争力の強化

　当社は主に国内市場において難易度の高いハイスペックのＡＯＩのニ

ーズに積極的に応えるため、主力ユーザーと連携して高性能ＡＯＩの開

発及び供給に取り組んでおります。また、急速にニーズが高まっている

フレキシブル基板やＣＯＦ（※）向けのロールtoロール型検査装置の供

給を開始しました。また、ロールtoロール型検査装置の技術をベースと

した精密電子部品製造ライン用のインライン検査システムについても供
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給を始めております。これらの製品分野はＩoＴ（Internet of Things:

モノのインターネット）やＡＩ（人工知能）の急速な普及にともない市

場が拡大することが見込まれるため、ニーズの進化に対応した開発を積

極的に進めることで、競争力の強化に取り組んでまいります。

　当社は、世界市場を対象に事業を展開し厳しい競争を勝ち抜いていく

ため、性能面での高い競争力のみならず、あらゆる手段を講じて徹底し

たコスト対策を推し進め、総合的に高い競争力の製品を武器に事業を展

開しております。

※　ＣＯＦ（チップ・オン・フィルム）：液晶や有機ELパネルの表示用

半導体に使用されるフィルム状の精密基板。

③　サービス体制の構築

　当社が供給している検査装置は、ユーザー企業の品質維持のための重

要な生産工程で使用されており、故障等のトラブルで正常な稼働ができ

ない状態になれば、生産活動そのものに影響を及ぼし、損失の発生につ

ながることが想定されます。そのため、トラブル時やトラブルに限らず

メーカーのサポートを必要とするときに迅速に対応可能なサービス体制

を構築することは、ユーザーがメーカーを信頼する大きなファクターと

なります。

　当社は、このサービスの質において多くのユーザーから高い評価を頂

いてまいりましたが、今後、自社のサービス体制の強化のみならず、販

売代理店のサービスエンジニアに対する教育訓練等を実施するなどサー

ビス体制の強化を図り、ユーザー企業との信頼関係をより一層高めてい

くよう努めております。

④　海外事業展開

　当社は営業体制の強化策として、堅実な市場拡大が見込めるアジア地

域に対応するため、中国及び台湾における総代理店である台湾ＴＫＫ

(Taiwan Kong King Co.,Ltd．:台灣港建股份有限公司）との協力体制の

もとに、当該地域の販売活動を強化しております。また、ＩoＴの世界的

な広がりに伴い、欧米企業からの引き合いが発生しているため、これら

に対応できる体制の構築を進めております。

　上記の対応をベースに、国内市場で培った競争力のある製品を海外市

場においても積極的に展開し販路の拡大に努めております。
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(5) 主要な事業内容（平成29年４月30日現在）

　当社グループは、半導体パッケージ基板・精密基板検査装置関連事業、精

密基板製造装置関連事業及びデジタルパソロジー関連機器事業を行っており

ます。

　主要な製品は次のとおりであります。

区 分 主 要 製 品 名

半導体パッケージ基板・
精密基板検査装置関連事業

基板ＡＯＩ、基板ＡＶＩ、ロールtoロー
ル型検査装置、インライン検査装置

精密基板製造装置関連事業
フォトプロッター、ダイレクトイメージ
ング、インクジェットプリンター

デジタルパソロジー関連機器事業
Whole Slide Imaging

 （バーチャルスライドシステム）

(6) 主要な営業所及び工場（平成29年４月30日現在）

①　当社

本社及び工場 秋田県仙北市

　東京オフィス

②　子会社

東京都港区

　クラーロ株式会社

　First EIE SA

青森県弘前市

スイス・ジュネーブ

(7) 使用人の状況（平成29年４月30日現在）

 ①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

67名(－) 10名増（3名減）

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載

しております。

 ②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

42名(－) 2名増(1名減) 45.6歳 11.5年

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載

しております。
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(8) 主要な借入先の状況（平成29年４月30日現在）

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 376百万円

と う き ょ う 活 性 化 基 金
投 資 事 業 有 限 責 任 組 合

245百万円

株 式 会 社 秋 田 銀 行 224百万円

株 式 会 社 北 都 銀 行 17百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社は、平成25年３月に行われた当社株式の買付行為に関し、平成29年３

月14日付で、金融庁より平成29年５月15日までに課徴金1,224万円を納付する

旨の命令(以下、「本納付命令」といいます。)を受け、当社は、本納付命令

に基づき期日までに同額を納付いたしました。

　当社といたしましては、本納付命令決定は、その事実認定に重大な誤りが

あり、かつ法令解釈を誤ったものであって、これを承服することはできない

ことから、第三者機関である裁判所の公正な判断を仰ぐため平成29年４月12

日付で訴訟を提起しております。

　当社はすでに、本納付命令に基づく課徴金の納付を済ませていることから、

当社の義務は全て履行済みであり、今後、金融庁から当社に対してさらなる

課徴金その他の経済的不利益を課せられることはありません。

　また、平成28年４月期第３四半期において、すでに課徴金引当金繰入額と

して特別損失を計上しているため、平成29年４月期及び平成30年４月期の業

績に与える影響はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況(平成29年４月30日現在)

　①　発行可能株式総数 10,000,000株

　②　発行済株式の総数 2,713,600株

　③　株主数 2,308名

　④　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 313,700株 11.56％

菅 原 雅 史 210,700株 7.76％

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR 
PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC 
FOR THIRD PARTY

93,500株 3.44％

株 式 会 社 国 際 教 育 セ ン タ ー 84,700株 3.12％

高 橋 秋 男 82,000株 3.02％

小 林 　 晃 75,800株 2.79％

篠 　 原 　 ま ゆ み 67,900株 2.50％

松 井 証 券 株 式 会 社 67,300株 2.48％

Taiwan Kong King Co.,Ltd． 47,400株 1.74％

株 式 会 社 ユ ー プ ラ ン ニ ン グ 42,000株 1.54％

（注）当社は自己株式を所有しておりません。
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(2) 新株予約権等の状況

  ①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

第５回新株予約権 第６回新株予約権

発行決議日 平成25年７月１日 平成28年７月１日

新株予約権の数 562個 206個

新株予約権の目的

となる株式の種類

と数

普通株式　　　56,200株

（新株予約権１個につき

100株）（注１）

普通株式　　　20,600株

（新株予約権１個につき

100株）

新株予約権の払込

金額

新株予約権と引換えに払込

を要しない

新株予約権と引換えに払込

を要しない

新株予約権の行使

に際して出資され

る財産の価額

新株予約権１個当たり

41,900円

　　（１株当たり419円）

新株予約権１個当たり

144,900円

　（１株当たり1,449円）

権利行使期間
平成27年７月２日から

平成35年６月13日まで

平成30年７月２日から

平成38年６月23日まで

行使の条件

（注２）

①　新株予約権の割当てを受

けた者が新株予約権の権利

行使期間到来前に死亡した

場合は、その権利を喪失す

る。なお、新株予約権の割

当てを受けた者が新株予約

権の権利行使期間到来後に

死亡した場合は、相続人が

その権利を行使することが

できる。

①　　　　　同左

②　新株予約権の質入れその

他一切の処分は認めない。

②　　　　　同左

③　その他の権利行使の条件

は、当社と新株予約権の割

当てを受ける者との間で締

結する新株予約権割当契約

に定めるところによる。

③　　　　　同左
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第５回新株予約権 第６回新株予約権

役
員
保
有
状
況

取締役

（社外取締

役を除く）

新株予約権の数　　 540個

目的となる株式数

　　　　　　　　54,000株

保有者数　　　　　　４名

新株予約権の数　　 188個

目的となる株式数

　　　　　　　　18,800株

保有者数　　　　　　４名

監査役 新株予約権の数　　　０個

目的となる株式数　　０株

保有者数　　　　　　０名

新株予約権の数　　　８個

目的となる株式数　 800株

保有者数　　　　　　２名

（注１）当社は平成25年11月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割

を行っております。これに伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行

使価額を調整し、調整による生じる１円未満の端数は切り上げております。

　　　　　調整前行使価額　　　　　　　　41,843円

　　　　　調整後行使価額　　　　　　　　　 419円

（注２）付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）においても、当社又

は当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあるこ

とを要します。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により

退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認め

た場合は、この限りではありません。

　②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

　　　権等の状況

第６回新株予約権

発行決議日 平成28年７月１日

新株予約権の数 294個

新株予約権の目的となる株式

の種類と数

普通株式　　　29,400株

（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払込を要しない
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第６回新株予約権

新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額

新株予約権１個当たり144,900円

　（１株当たり1,449円）

権利行使期間
平成30年７月２日から

平成38年６月23日まで

行使の条件（注１）

①　新株予約権の割当てを受けた者が新株予約

権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、そ

の権利を喪失する。なお、新株予約権の割当て

を受けた者が新株予約権の権利行使期間到来

後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使

することができる。

②　新株予約権の質入れその他一切の処分は認

めない。

③　その他の権利行使の条件は、当社と新株予約

権の割当てを受ける者との間で締結する新株

予約権割当契約に定めるところによる。

使用人等への

交付状況

当社使用人

（注２）

新株予約権の数　　　　　　　　　 240個

目的となる株式数　　　　　　　24,000株

交付者数　　　　　　　　　　　　　42名

子会社の役員及

び使用人

新株予約権の数　　　　　　　　　　54個

目的となる株式数　　　　　　　 5,400株

交付者数　　　　　　　　　　　　　５名

（注１）　付与日以降、権利確定日（各権利行使期間の初日）においても、当社

又は当社子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあ

ることを要します。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了

により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があ

ると認めた場合は、この限りではありません。

（注２）　当該新株予約権が付与された使用人のうち、当事業年度末までに１名

が退職したことに伴い、新株予約権５個（普通株式 500株）が失効して

おります。
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　③　その他新株予約権等に関する重要な事項

平成29年３月10日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

第８回新株予約権
（行使価額修正条項付き）

新 株 予 約 権 の 総 数 650,000個

新株予約権の目的である株式の種

類 と 数

普通株式　650,000株

（新株予約権１個につき１株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額
総額　2,600,000円

（新株予約権１個当たり４円）

新 株 予 約 権 の 払 込 期 日 平成29年３月27日

新株予約権の行使に際して出資さ

れ る 財 産 の 価 額

総額　854,100,000円（注）１

（１株につき　1,314円（注）１）

新 株 予 約 権 の 行 使 期 間
平成29年３月28日から

平成29年８月22日まで

修 正 回 数 （ 原 則 ）
通算で16回(予定)

(５価格算定日毎に修正、計16回)

上 限 行 使 価 額
2,166円（価格決定日（平成29年３月９

日）終値の150％、端数切捨て）

上 限 撤 回 価 額 2,888円（価格決定日終値の200％）

行 使 価 額 (注）２

全 部 コ ミ ッ ト

(注）３

81価格算定日以内における本新株予約権

の発行数全ての行使を原則コミット

前 半 コ ミ ッ ト

(注）３

41価格算定日以内における本新株予約権

の発行数の46％以上の行使を原則コミッ

ト

下 限 行 使 価 額
722円（価格決定日終値の50％、端数切上

げ）

新株予約権の行使により株式を発

行する場合における増加する資本

金 及 び 資 本 準 備 金

資本金　　　428,350,000円（注）１

資本準備金　428,350,000円（注）１

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 本新株予約権の一部行使はできない

割 当 先
第三者割当の方法により、発行した新株

予約権の総数をEVO FUNDに割当てた。
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(注) １．当初行使価額を行使価額として算出しております。

２．本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の割当日翌日以降、割当日

翌日(当日を含みます。)から起算して５価格算定日(以下に定義しま

す。)が経過する毎に修正されます。価格算定日とは、株式会社東京証券

取引所(以下「取引所」といいます。)において売買立会が行われる日(以

下「取引日」といいます。)であって、以下に定める市場混乱事由が発生

しなかったをいいます。行使価額が修正される場合、行使価額は、直前

に行使価額が修正された日(初回の修正については割当日翌日)(当日を含

みます。)から起算して５価格算定日目の日の翌取引日(以下「修正日」

といいます。)に、修正日に先立つ５連続価格算定日(以下「価格算定期

間」といいます。)の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株

式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の単純平均値の91％に相当す

る金額の１円未満の端数を切上げた額(以下「基準行使価額」といいま

す。)(但し、当該金額が、上限行使価額を上回る場合は上限行使価額と

し、下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とします。)に修正されま

す。また、いずれかの価格算定期間内に調整の原因となる事由が発生し

た場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表す

る当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して

調整されます。

　上記にかかわらず、いずれかの修正日において基準行使価額が上限撤

回価額を超える場合、当該修正日以降、上限行使価額は適用されず、以

後の行使価額は基準行使価額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場

合、下限行使価額とする。)となります。

　当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を

市場混乱事由と定義します。

ア. 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されてい

る場合

イ. 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合

（取引所において取引約定が全くない場合）

ウ. 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の

下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社普通株式の

普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらない

ものとする。)
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３．コミット・イシューとは、新株予約権の第三者割当による資金調達のひ

とつで、特定の割当先が行使期間中に一定の期間ごと決まった数の新株予

約権を段階的に行使し、 終的に期間内に全ての新株予約権を行使するも

のであり、また、行使価額は権利行使時の直前の株価を基準に修正される

ものであります。発行会社と割当先との間で、このような条項を付した新

株予約権買取契約を締結したうえで新株予約権を発行する仕組みをコミ

ット・イシューと呼びます。発行会社は既存株主の利益への影響を抑えな

がら資金を適度な期間で確実に増強でき、また割当先は株価が行使価額よ

り下落した場合には損失を回避できる特徴があります。当該特徴により、

資金調達が確実となり、資金使途へ着実に充当させることが可能となりま

す。

当社が本新株予約権の対象となる当社普通株式の予定株数(650,000株)

を予め定め、行使期間中の価格算定日の売買高加重平均価格(VWAP)に基づ

き、本新株予約権の発行日以降、原則として81価格算定日以内に、割当予

定先が必ず本新株予約権の全てを行使する(全部コミット)手法です。ま

たそれに加えて、本新株予約権の発行日以降、原則として41価格算定日以

内に、300,000株相当分以上の本新株予約権の行使をすることを(前半コミ

ット)約しております。前者の「全部コミット」と後者の「前半コミット」

の組み合わせが、当コミット・イシューの特徴です。

４．平成29年４月30日までに本新株予約権105,000個が行使されました。こ

の結果、発行済株式の総数が105,000株、資本金及び資本準備金がそれぞ

れ50,077千円増加しております。平成29年４月30日時点で未行使の本新

株予約権の個数は545,000個であります。
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(3) 会社役員の状況

 ①　取締役及び監査役の状況（平成29年４月30日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 社 長 菅 原 雅 史 ―

取 締 役 村 上 知 広 技術開発統括部長

取 締 役 冨 　 岡 　 喜 榮 子 管理本部長

取 締 役 能 田 正 行 ―

取 締 役 石 村 俊 一
株式会社ＴＨＡＮＮナチュラル
代表取締役社長

常 勤 監 査 役 藤 田 幸 治 ―

監 査 役 菅 原 佳 典 菅原佳典法律事務所所長

監 査 役 佐 野 元 彦
株式会社サノ・コーポレーション代表取締役
株式会社サノ・ファーマシー代表取締役
株式会社サノ・ホールディングス代表取締役

   （注）１．取締役石村俊一氏は、社外取締役であります。

２．常勤監査役藤田幸治氏、監査役菅原佳典氏及び監査役佐野元彦氏は、社外監査役で

あります。

３．常勤監査役藤田幸治氏は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保する

ことを義務づけている独立役員であります。

 ②　取締役及び監査役の報酬等

　   当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

５名
（１）

19,520千円
（1,200千円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４名
（４）

5,400千円
（5,400千円）

合 計 ９名 24,920千円

   （注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

   ２．取締役の報酬限度額は、平成12年７月27日開催の第12期定時株主総会において年額

　　 60百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

   ３．監査役の報酬限度額は、平成12年７月27日開催の第12期定時株主総会において年額

　　 20百万円以内と決議いただいております。

 ③　責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、社外取締役及

び社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同
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法第425条第１項に定める 低責任限度額を限度とする旨の契約を社外取

締役及び各社外監査役との間で締結しております。

 ④　社外役員に関する事項

(i)　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

  取締役石村俊一氏は、株式会社ＴＨＡＮＮナチュラル代表取締役社長で

ありますが、当社との間には特別な関係はありません。

　監査役菅原佳典氏は、菅原佳典法律事務所所長でありますが、当社との

間には特別な関係はありません。

　監査役佐野元彦氏は、株式会社サノ・コーポレーション、株式会社サ

ノ・ファーマシー並びに株式会社サノ・ホールディングスの代表取締役で

ありますが、当社との間には特別な関係はありません。
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(ⅱ)　当事業年度における主な活動状況

　・取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（25回開催） 監査役会（12回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 石 村 俊 一 25回 100.0％ － －

監 査 役 藤 田 幸 治 16回 100.0％ 9回 100.0％

監 査 役 菅 原 佳 典 19回 76.0％ 12回 100.0％

監 査 役 佐 野 元 彦 15回 60.0％ 10回 83.3％

※ 監査役藤田幸治氏は平成28年７月22日の定時株主総会で選任されてお

り、それ以前に開催された取締役会及び監査役会の回数は除外しておりま

す。

・取締役会及び監査役会における発言状況

　取締役石村俊一氏は、当社事業展開上のアドバイスや疑問点等を明

らかにするため適宜質問し意見を述べております。

　監査役藤田幸治氏は、主に業務監査、会計監査全般の見地から、監

査役菅原佳典氏は、主に法務面に関して、監査役佐野元彦氏は、主に

経営面に関する意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適

正性を確保するため、また、監査の方法及び結果、その他の監査役の

職務の執行に関する事項に係る助言・提言を行っております。
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(4) 会計監査人の状況

　①　名称　　　監査法人アヴァンティア

　②　報酬等の額

 (ⅰ)　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,000千円

 (ⅱ)　当社及び子会社が支払うべき金銭その他の

　　　 財産上の利益の合計額

21,000千円

　（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分でき

ませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載

しております。

 (ⅲ)　会計監査人の報酬等の額について監査役会が同意をした理由

　監査役会は、監査法人アヴァンティアの報酬等の額について、監査

計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積算出根拠などが適

切であると判断し、これに同意いたしました。

　③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある

と判断した場合は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を

株主総会の会議の目的とすることといたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合には、監査役会は監査役全員の合意により会計監査人を解

任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招

集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告いたします。

　④　責任限定契約の内容の概要

　受嘱者の会社法第423条第１項の責任について、受嘱者が職務を行うにつ

き善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する

低責任限度額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とい

たします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　    取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。（取締役会において、内部統制に関する基本方針

について以下のとおり決議しております。）

  ①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

　ための体制

(ⅰ)　取締役及び取締役会は、コンプライアンスを経営の重要課題の一つと

認識し、かつ、コンプライアンス全体を統括する組織として、コンプラ

イアンス委員会を設置する。

　各部室にはコンプライアンス責任者・担当者をそれぞれ配置する。

(ⅱ)　取締役会は、コンプライアンスの適切な運営のため、年度ごとのコン

プライアンスプログラムを決定するとともに、コンプライアンス・マニ

ュアルを制定し、コンプライアンス重視の組織風土の醸成・定着に努め

る。

(ⅲ)　コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・プログラムの進捗状

況を３ヵ月に１回以上、取締役会、監査役会に対して報告する。また、

内部監査室はコンプライアンス体制について監査を行い、その結果を取

締役会へ報告する。

(ⅳ)　当社の従業員が、法令違反の疑義のある行為等を発見した場合は、速

やかにコンプライアンス委員会へ報告する。この場合、匿名でも受け付

けるものとする。

(ⅴ)　当社の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の

構築、評価及び報告が適切に行われる体制を整備、運用することとする。

　②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役会の議事録のほか、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理

　規程に基づき保存、管理する。

　③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(ⅰ)　当社の業務に係るリスクについては、リスク管理規程に基づき把握、

管理する。

(ⅱ)　リスク管理に関する統括部門として、リスク管理委員会を設置し、有

事の場合は危機対応マニュアルに基づき、社長を本部長とする「緊急対

策本部」が統括して危機管理にあたることとする。
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(ⅲ)　各業務に所在するリスクについての管理方針は取締役会において決定

する。

　各部門を担当する取締役は、各業務に所在するリスクの管理方法及び

各業務に所在するリスクの状況について取締役会へ報告する。

　④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(ⅰ)　当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取

締役の業務執行状況の監督等を行う。

(ⅱ)　当社は将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度予算を立案

し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け

具体策を立案・実行する。

(ⅲ)　代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定

を委任された事項については、組織規程並びに職務権限規程に定める機

関または手続きにより必要な決定を行う。これらの規程は、法令の改

廃・職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すべきものとする。

⑤　会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

　当社は、当社グループの経営理念を具現化し、グループ全体の継続的な

企業価値向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンスの強化を経

営上の 重要課題と位置づけ、当社における監督機能、業務執行機能を明

確化し、経営における透明性と公正性の向上と迅速な意思決定の追求に努

める。

　⑥　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監

査役の補助業務のため監査役スタッフを置くこととし、その人事について

は、取締役会と監査役が意見交換を行う。

　⑦　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

　  報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確

　　保するための体制

(ⅰ)　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを

発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。

(ⅱ)　常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執

行状況を把握するため、コンプライアンス委員会・リスク管理委員会や
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経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業

務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人

にその説明を求めることとする。

(ⅲ)　監査役は、代表取締役と会合を持ち、経営方針の確認、経営課題等の

ほか監査についての意見交換を行う。

(ⅳ)　監査役は、監査の実効性を確保するため、取締役及び内部監査室等の

社員その他の者に対していつでも報告を求めることができる。

(ⅴ)　監査役は、当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアから会計

監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を

図っていく。

⑧　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的

勢力への対応を所管する部署を管理本部と定めるとともに、反社会的勢力

排除のための社内体制の整備強化を推進し、反社会的勢力には警察等関連

機関とも連携し毅然と対応していく。

⑨　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(ⅰ)　取締役の職務執行

当事業年度において、取締役会は25回開催しており、経営上の意思決

定を行っております。なお、取締役会規程や社内規程を制定し、取締役

が法令及び定款に則って行動するように徹底しております。

(ⅱ)　監査役の職務執行

当事業年度において、監査役会は12回開催しており、監査役相互によ

る意見交換が行われております。また、監査役は、取締役会を含む重要

な会議への出席の他、会計監査人及び内部監査人、代表取締役、並びに

社外取締役との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務の

執行について監査をしております。

(ⅲ)　リスク管理体制

内部監査室において内部監査計画を定め、内部監査を実施し、その結

果を代表取締役及び常勤監査役へ報告いたしました。

また、リスク管理委員会を開催し、想定されるリスクの軽減、予防を

図っております。
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(ⅳ)　コンプライアンスの管理

コンプライアンスプログラムに基づき、年４回コンプライアンス自己

点検リストを提出させて、法令及び社内規程を遵守するための取り組み

を行っております。

(ⅴ)　会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

当社は、重要な事項については子会社から報告を受けて、事前承認を

行っております。また、海外子会社については、会計監査人と管理部門

が実地監査を行い、結果を代表取締役に報告しております。

(ⅵ)　反社会的勢力排除に向けた対応について

管理部門において、警察等の外部専門機関と連携して反社会的勢力に

関する情報の収集を行い、会社内での周知、注意・喚起を図っておりま

す。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成29年４月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

そ の 他

1,589,628

775,728

448,265

5,702

86,766

164,543

81,581

34,239

△7,200

900,886

355,647

171,704

25,817

20,350

104,019

33,755

529,012

509,846

19,166

16,225

16,225

流 動 負 債 951,064

支払手形及び買掛金 183,051

短 期 借 入 金 196,000

1 年 内 返 済 予 定 の

長 期 借 入 金
364,509

未 払 法 人 税 等 50,091

賞 与 引 当 金 23,322

製 品 保 証 引 当 金 32,802

繰 延 税 金 負 債 9,378

そ の 他 91,909

固 定 負 債 336,084

長 期 借 入 金 302,948

繰 延 税 金 負 債 17,456

資 産 除 去 債 務 304

そ の 他 15,376

負 債 合 計 1,287,149

純 資 産 の 部

株 主 資 本 850,772

資 本 金 537,828

資 本 剰 余 金 138,361

利 益 剰 余 金 174,583

その他の包括利益累計額 △45,736

為替換算調整勘定 △45,736

新 株 予 約 権 44,463

非 支 配 株 主 持 分 353,865

純 資 産 合 計 1,203,365

資 産 合 計 2,490,515 負 債 純 資 産 合 計 2,490,515

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成28年５月１日から
平成29年４月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 2,159,413

売 上 原 価 1,233,589

売 上 総 利 益 925,824

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 788,914

営 業 利 益 136,910

営 業 外 収 益

受 取 利 息 484

補 助 金 収 入 23,051

そ の 他 3,982 27,518

営 業 外 費 用

支 払 利 息 26,934

手 形 売 却 損 1,156

為 替 差 損 354

そ の 他 1,945 30,391

経 常 利 益 134,037

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 額 5,525 5,525

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 21 21

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 139,540

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 37,183

法 人 税 等 調 整 額 4,332 41,515

当 期 純 利 益 98,025

非支配株主に帰属する当期純損失 △8,290

親会社株主に帰属する当期純利益 106,316

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成28年５月１日から
平成29年４月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

485,400 84,534 68,266 638,201

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

52,427 52,427 104,855

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

106,316 106,316

非支配株主との取引
に係る親会社の持ち
分 変 動

1,399 1,399

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 52,427 53,826 106,316 212,571

当連結会計年度末残高 537,828 138,361 174,583 850,772

その他の包括利益
累計額

新 株
予 約 権

非支配株主持
分

純 資 産
合 計為替換算調整

勘 定

その他の包括
利益累計額合
計

当 連 結 会 計 年 度
期 首 残 高

△28,034 △28,034 27,654 151,202 789,023

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行
（新株予約権の行使）

△2,061 102,793

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

106,316

非支配株主との取引
に係る親会社の持ち
分 変 動

1,399

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

△17,702 △17,702 18,871 202,663 203,832

当連結会計年度変動額合計 △17,702 △17,702 16,809 202,663 414,341

当連結会計年度末残高 △45,736 △45,736 44,463 353,865 1,203,365

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成29年４月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

保 険 積 立 金

そ の 他

1,217,270

644,226

43,651

315,431

5,702

164,543

36,286

5,058

7,576

1,993

△7,200

856,878

294,837

166,042

4,616

24,438

894

3,092

9,830

20,350

65,573

6,102

6,102

0

555,938

548,710

6,098

1,129

流 動 負 債 831,732

支 払 手 形 105,142

買 掛 金 41,527

短 期 借 入 金 196,000

１年内返済予定の長期借入金 364,509

未 払 金 10,809

未 払 費 用 11,919

未 払 法 人 税 等 34,920

未 払 消 費 税 等 15,638

預 り 金 8,458

製 品 保 証 引 当 金 18,535

賞 与 引 当 金 21,031

リ ー ス 債 務 3,240

固 定 負 債 336,084

長 期 借 入 金 302,948

繰 延 税 金 負 債 17,456

リ ー ス 債 務 7,376

資 産 除 去 債 務 304

そ の 他 8,000

負 債 合 計 1,167,816

純 資 産 の 部

株 主 資 本 861,868

資 本 金 537,828

資 本 剰 余 金 52,427

資 本 準 備 金 52,427

利 益 剰 余 金 271,612

その他利益剰余金 271,612

固定資産圧縮積立金 40,291

別 途 積 立 金 8,000

繰 越 利 益 剰 余 金 223,321

新 株 予 約 権 44,463

純 資 産 合 計 906,332

資 産 合 計 2,074,149 負 債 純 資 産 合 計 2,074,149

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成28年５月１日から
平成29年４月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,507,263

売 上 原 価 889,566

売 上 総 利 益 617,697

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 443,649

営 業 利 益 174,048

営 業 外 収 益

受 取 利 息 362

補 助 金 収 入 9,078

業 務 受 託 手 数 料 13,297

そ の 他 3,884 26,623

営 業 外 費 用

支 払 利 息 26,934

手 形 売 却 損 1,156

株 式 交 付 費 用 1,250 29,340

経 常 利 益 171,330

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 引 前 当 期 純 利 益 171,330

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 25,461

法 人 税 等 調 整 額 △627 24,834

当 期 純 利 益 146,496

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成28年５月１日から
平成29年４月30日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株 主
資 本
合 計

資本準備
金

資本剰余
金 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益
剰 余 金
合 計

固定資産圧
縮 積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当事業年度期首残高 485,400 － － 41,730 8,000 75,386 125,116 610,517

事業年度中の変動額

固定資産圧
縮積立金の
取 崩

△1,438 1,438 － －

新株の発行
（新株予約
権の行使）

52,427 52,427 52,427 104,855

当期純利益 146,496 146,496 146,496

株主資本以
外の項目の
当事業年度
変 動 額
( 純 額 )

当事業年度の変動額合計 52,427 52,427 52,427 △1,438 － 147,935 146,496 251,351

当 事 業 年 度 末
残 高

537,828 52,427 52,427 40,291 8,000 223,321 271,612 861,868

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

当事業年度期首残高 22,129 632,646

事業年度中の変動額

固定資産圧
縮積立金の
取 崩

－

新株の発行
（新株予約
権の行使）

△2,061 102,793

当期純利益 146,496

株主資本以
外の項目の
当事業年度
変 動 額
( 純 額 )

24,396 24,396

当事業年度の変動額合計 22,334 273,686

当 事 業 年 度 末
残 高

44,463 906,332

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年６月23日

インスペック株式会社

取締役会　御中

監査法人アヴァンティア
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  小 笠 原 　 直 

業 務 執 行 社 員 公認会計士  戸 城 　 秀 樹 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、インスペック株式会社の平成28年５

月１日から平成29年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関

連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め、全体としての連結計算書類の表示を検

討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、インスペック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結

計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年６月23日

インスペック株式会社

取締役会　御中

監査法人アヴァンティア
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士  小 笠 原 　 直 

業 務 執 行 社 員 公認会計士  戸 城 　 秀 樹 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、インスペック株式会社の平成

28年５月１日から平成29年４月30日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査

を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般

に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計

算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め、全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年５月１日から平成29年４月30日までの第29期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を

作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び

監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及

び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ

いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体

制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内

部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい

て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること

を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する

品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年６月23日

イ ン ス ペ ッ ク 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役
(社 外 監 査 役 )

藤 田 幸 治 

監 　 査 　 役
(社 外 監 査 役 )

菅 原 佳 典 

監 　 査 　 役
(社 外 監 査 役 )

佐 野 元 彦 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役２名選任の件

　経営体制を強化するため取締役１名を増員し、当社執行役員営業統括部長

である渡辺晃彦氏を、また、社外取締役の石村俊一氏が本総会終結の時をも

って辞任いたしますので、新たに小林英明氏を社外取締役とし、両名の選任

をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当

社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

    　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当及び重要な
兼職の状況

所有する当
社株式の数

1

わた

渡
なべ

辺
あき

晃
ひこ

彦

(昭和36年７月29日)

昭和60年４月　丸紅マシナリー株式会社

入社

平成11年１月　株式会社アドイン研究所

入社

平成15年３月　当社入社、営業部長

平成28年５月　執行役員　営業統括部長

（現任）

－株

2

こ

小
ばやし

林
ひで

英
あき

明

(昭和48年１月２日)

平成９年10月　中央監査法人（現：Ｐｗ

Ｃあらた有限責任監査法

人）入所

平成15年４月　株式会社ジャフコ　入社

平成19年12月　H2Rコンサルティング株

式会社設立　同社代表取

締役（現任）

平成20年３月　サンファースト株式会社

監査役就任(現任)

平成26年３月　小林英明税理士事務所設

立　所長就任(現任)

平成26年11月　一般社団法人エコの輪　

設立代表理事就任(現任)

平成28年７月　テラ株式会社（現：クラ

ーロ株式会社　監査役就

任　(現任)

－株

（注）① 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
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② 小林英明氏は新任の社外取締役の候補者であります。

③ 小林英明氏を社外取締役候補者とした理由は以下の通りであります。

同氏は、現在、Ｈ２Ｒコンサルティング株式会社等の代表取締役を務

められ、長年にわたりＭ＆ＡのDue Diligence、企業評価に携わる一

方、平成11年から日本証券業協会店頭登録審査部に出向して店頭登録

銘柄の確認審査を経験し、その後は国内大手ベンチャーキャピタルに

入社して株式上場準備及び内部統制構築支援に携わる等、ベンチャー

企業を数多くコンサルティングしてまいりました。その豊富な経験

と幅広い見識を活かして、当社の経営に対する助言や業務執行に対す

る監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役として選任をお

願いするものであります。

④ 当社は取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第32

条において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間

で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結でき

る旨を定めております。小林英明の選任が承認された場合、同氏との

間で当該契約を締結する予定であります。

責任限定契約の内容の概要

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める 低責任限度額

とするとしております。
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　第２号議案　取締役に対する報酬として株式報酬型ストック・オプション（新

株予約権）を付与する件

　当社の取締役の報酬等の額は、平成12年７月27日開催の当社第12期定時株

主総会において、取締役の報酬額を年額60百万円以内（使用人兼務取締役の

使用人分としての給与は含まない。）とご承認をいただいて今日に至ってお

ります。

　今般、役員報酬制度の見直しを行うこととし、当社の取締役（社外取締役

を除く。）に対して、その報酬等と当社の業績及び株式価値との連動性をよ

り一層強めることにより、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価

下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上

と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため､上記取締役の報酬等

の額とは別枠の報酬として､取締役（社外取締役を除く。）に対していわゆる

株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬

等の額を年額30百万円を上限として設けたく存じます。

　また、当該新株予約権の内容は下記に記載のとおりとし、その上限は年間

100個といたします。

　なお、現在の取締役（社外取締役を除く。）は３名であり、第１号議案が

原案どおり承認可決されますと、取締役は４名（社外取締役を除く。）とな

ります。また、各取締役への新株予約権発行時期及び配分等につきましては

取締役会の決議によって決定いたします。

新株予約権の内容は、次の通りであります。

（１）新株予約権の割り当ての対象者

当社取締役（社外取締役を除く。）

（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数

　新株予約権の目的である株式は当社普通株式とし、各新株予約権１個

当たりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）は100株と

いたします。

　なお、当社が株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合で

付与株式数の調整を行うことが適切なときには、次の算式により付与株

式数を調整するものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権の

うち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、

調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとい

たします。
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調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当または

株式併合の比率

　また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継され

る場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い

新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ必要と認

める株式数の調整を行うことができるものといたします。

（３）新株予約権の総数

　各事業年度に係る当社定時株主総会の日から１年以内に、100個を当社

の取締役を割当先として発行する新株予約権の上限とし、毎年割り当て

いたします。

（４）新株予約権の払込金額

　新株予約権の割当日においてブラックショールズモデル等により算出

した公正価額に、割り当てる新株予約権の数を乗じることにより算定し

た額を払込金額とします。なお、当該払込金額は、同額の当社に対

する報酬債権と相殺するものとします。

（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予

約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの

払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

（６）新株予約権の権利行使期間

　新株予約権の割当日の翌日から30年以内範囲で当社取締役会が定める

期間とします。

（７）新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割り当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）

は、当社の取締役の地位をいずれも喪失した日の翌日から10日間に限っ

て行使できるものとします。

その他の権利行使の条件は、当社取締役会が定めるものとします。

（８）新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得につきましては、当社取締役会の承認を

要するものとします。

（９）行使時に交付すべき株式数の１株に満たない端数の処理

　新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満た

ない端数がある場合には、当該端数を切り捨てるものとします。
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（10）新株予約権のその他の内容

　上記（２）から（９）の細目及び新株予約権に関するその他の内容等

につきましては、当社取締役会において定めることとします。
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　第３号議案　第９回ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により当

社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対してストック・オプショ

ンとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を取締役会に委任す

ることにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、本議案は、取締役及び監査役に対する発行については、会社法第361

条第１項及び第387条第１項の報酬等の付与に関する議案を兼ねる趣旨であ

ります。

１．特に有利な条件で新株予約権を発行する理由

当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を高めること

等を目的に当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し、以下

の要領で新株予約権を発行するものであります。

２．新株予約権の要領

（１）新株予約権の割当を受ける者

当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員

なお、第１号議案が原案通り承認可決されますと、対象となりうる取

締役の員数は５名（うち社外取締役１名）となります。また、監査役の

員数は３名（うち社外監査役３名）であります。

（２）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式50,000株を上限とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目

的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株

式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権

が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、

当社は必要と認める株式数の調整を行う。

（３）発行する新株予約権の総数

500個を上限とする。
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その新株予約権の公正価額の総額を含めた取締役の報酬額は、平成12

年７月27日開催の第12期定時株主総会においてご承認いただいた「年額

6,000万円以内」（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬

額は、同日開催の第12期定時株主総会においてご承認いただいた「年額

2,000万円以内」とする。

なお、新株予約権１個につき普通株式100株とする。ただし、前号に定

める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

（４）新株予約権の公正価額の算定方法

新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を元に、ブラックシ

ョールズモデルを用いて算定する。なお、本新株予約権と引き換えに金

銭の払込みは要しないものとする。

（５）各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方

法

　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次に

より決定される１株当たりの払込価額（以下「行使価額」という。）に

当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日（取引が成立

しない日を除く。）における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引

の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。

ただし、その価額が新株予約権発行の日の終値（取引が成立しない場

合それに先立つ直近日の終値。）を下回る場合は、新株予約権発行の日

の終値とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行（新

株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。）を行う場合、また

は、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合は、次の算式に

より行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 新株式発行前の１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から

当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場

合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

（６）新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金

及び資本準備金の額

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金

の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度

額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合、そ

の端数を切り上げる。残額は資本準備金に組み入れるものとする。

（７）新株予約権の行使期間

新株予約権の割当日の翌日から２年を経過した日より10年以内とする。

（８）新株予約権の行使の条件

①  新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社また

は当社子会社の取締役または監査役、並びに従業員その他これに準ずる

地位にあることを要するものとする。

ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了により退任または

定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合

は、この限りではない。

②　新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に

死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受

けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合は、相続人が

その権利を行使することができる。

③　新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。

④　その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者と

の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
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（９）新株予約権の取得の事由及び条件

①　当社は、新株予約権者が当社及び当社子会社の取締役・監査役もしく

は従業員たる地位を喪失した場合には、当該未行使の新株予約権を無償

にて取得することができる。

②　当社は、新株予約権者が新株予約権の全部、または一部を放棄した場

合は、当該新株予約権については無償にて取得することができる。

③　当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、また

は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転

の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で

取得することができる。

（10）新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については取締役会の承認を必要とする。

以　上

－ 46 －

第９回ストックオプションとして新株予約権を発行する件
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

住　所　秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷79－１

インスペック株式会社　本社会議室

ＴＥＬ　0187－54－1888

Ｈ

玉川

県道　角館六郷線
　　　至　横手方面

至　大曲
秋田方面

至　大曲

角館駅

至　盛岡

国道105号線

国
道
105
号
線

国道46号線

至　田沢湖
　盛岡方面

至　大館方面

国道46号線

武家屋敷

国道46号線

警察署
至　秋田方面

GS

インスペック㈱

桧木内川

秋田銀行

本社敷地内に
駐車場があります。

角館バイパス

ＪＲ田沢湖線　角館駅より車で約10分

地図


